
雇用保険の主要な手続は総務省がインターネット上で運営する「 （電子
申請サービス）」等によりオンライン上で行うことができます。

電子申請について

事業主の皆様へ

電子申請で雇用保険手続を行うイメージ

2020年４月から特定の法人（資本金１億円を超える法人など）について電子申請

が義務化されています。

雇用保険関係手続き電子申請ご利用のおすすめ
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ハローワーク西神 適用コーナー
電話 078-991-1100(部門コード11♯) FAX 078-991-7244



電子申請導入事業所、増えています！

（兵庫労働局管轄事業所）

雇用保険関係の電子申請導入や、操作方法、ご不明な点は是非お
気軽に下記センターへご相談ください！

兵庫労働局雇用保険電子申請事務センター

TEL 078-386-2931 受付時間： 平日 8:30～17:15 FAX 078-386-2930


